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【施策２】 最適な水道システムの構築　【取組 5】

●�近年の気候変動に伴う水源における降雨状況や河川流況の変化から、県内水道事業者等と連携するとともに、ダムの相互連携など効率的な水運用を継続し、少雨時等に備

えることで、水源から安定的に取水できるようにする必要があります。また、人口減少に伴う水需要の減少、自然災害や水質事故への対応、脱炭素化などの水道事業共通の

課題に対して、将来にわたり水道を持続していくために、本市と水源を共にする県内水道事業者及び企業団と連携し、効率化・強靭化・脱炭素化を目指して、水道システムの

再構築を推し進める必要があります。【 取組5】

●�エネルギー価格の上昇や環境に対する意識の高まりを受けて、引き続き動力費の削減や環境負荷の低減等を図るため、上流取水の優先的利用を継続する必要があります。

【 取組5】

◆�広域的な連携を行い、ダムの相互連携などによる

効率的な水運用を継続し、安定的に取水すること

により、水道水を安定して供給することができま

す。また、水道システムの再構築を推し進め、最適

な水道システムが実現することにより、給水の安

定性と持続可能な事業運営に寄与することができ

ます。

◆�上流取水の優先的利用を継続することにより、動

力費の削減や環境負荷・水源水質事故等のリスク

が低減されます。

現状と課題

施策の効果

ダムの相互連携による水運用について

相模川水系の相模ダム・城山ダム・宮ヶ瀬ダムを導水路でつなぐことにより効率的な水運用を行い、少雨

時等に備えます。また、企業団の施設を中心として、相模川水系と酒匂川水系を連携することにより、水源

水質事故時等のバックアップが可能となり、リスクの低減を図ることができます。
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（神奈川県内広域水道企業団）

相模ダム
（相模湖）

城山ダム
（津久井湖）
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【取組5】 自然流下と上流取水の推進 

●�自然流下による水道システムの継続

地形の高低差による位置エネルギーを生かした自然流下による水道システムを

継続します。

●�上流取水の優先的利用の継続

本市浄水場の統廃合に伴い未利用となった相模川上流の水源水量（14.2万㎥/日）

を活用し、企業団西長沢浄水場の取水の一部を酒匂川下流から相模川上流へ振り

替え、導水ポンプが消費する電力を削減する取組を継続します。

●広域連携による県内水道システムの再構築の推進

将来にわたり水道を持続していくため、水源を共にする県内水道事業者と企業

団の5事業者で、水道システムの再構築を推進します。令和6(2024)年に策定し

た5事業者の「施設整備計画」を着実に推し進め、廃止する浄水場の水源水量の上

流移転などを目指し、引き続き連携して調整を進めます。

水道 工水 下水

取組 / 指標 R6 年度 R １１年度

自然流下と上流取水の推進 継続実施

自然流下による水道システムのイメージ

企業団による上流取水の優先的利用のイメージ（令和6年12月運用開始）
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水源を共にする県内水道事業者(神奈川県・横浜市・横須賀市・川崎市)及び

企業団の5事業者は、以前から水源開発などにおいて連携し、効率的な事業運

営を行ってきました。5事業者は、平成20(2008)年8月に事業管理者と外部

学識者を委員とした神奈川県内水道事業検討委員会を設置し、施設の老朽化

や水需要の減少など共通の課題に対して、将来にわたる水道水の安定供給を

確保していくため、将来のあるべき姿の構想について検討し、平成22(2010)

年8月に報告書を策定しました。そして、共通する課題解決に向けて、将来を見

据えた「水道システムの再構築 （水道施設の再構築、上流取水の優先的利用、

取水・浄水の一体的運用）」 の目標を令和５（2023）年１月に設定し、５事業者

が目指す取組の内容を明らかにするとともに、目標の実現に向けて一丸となっ

て推し進めていくため、令和６（2024）年5月に首長級による合意のうえ、「施

設整備計画」を策定しました。

引き続き、５事業者は、水道施設の更なる機能強化を図り、給水の安定性の

確保と持続可能な事業運営に努めていきます。

現状
11浄水場
給水能力
約440万m3/日

目指す姿
８浄水場
給水能力
約350万m3/日

県内水道事業者(50%) ７浄水場

神奈川県 谷ヶ原浄水場、寒川浄水場
横浜市 西谷浄水場、川井浄水場、小雀浄水場
横須賀市 有馬浄水場、小雀浄水場
川崎市 長沢浄水場

企業団(50%) ４浄水場

伊勢原浄水場
企業団  相模原浄水場

西長沢浄水場
綾瀬浄水場

県内水道事業者(30%) 4浄水場

神奈川県 谷ヶ原浄水場
横浜市 西谷浄水場、川井浄水場
横須賀市
川崎市 長沢浄水場

企業団(70%) ４浄水場

伊勢原浄水場(増強)
企業団      相模原浄水場(増強)

           西長沢浄水場
                  綾瀬浄水場(増強)
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木古庭

太田和
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武

田浦
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【凡例】

：再構築に伴い必要となる整備

再構築における活用に伴い施工実施時期の
検討が必要

：管路更新を効率的に進めるための
  代替ルート

：企業団既設管路
：バルブ
：ポンプ
：浄水場
：浄水場（廃止想定）
：調整池
：給水地点
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施設整備費の削減効果

※施設整備費は浄水場等の撤去費を含む

維持管理費の削減効果 CO2排出量の削減効果

※「上流取水の優先的利用」により
上流域（沼本取水）を活用した場合

※「上流取水の優先的利用」により
上流域（沼本取水）を活用した場合
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独自更新
11浄水場

再構築
8浄水場

独自更新
11浄水場

再構築
8浄水場

独自更新
11浄水場

再構築
8浄水場
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